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謹
ん
で
新
春
の
お
慶
び
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　

新
年
を
迎
え
、
加
入
者
、
ご
家
族
の
ご
健
勝
と
ご

多
幸
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

　

昨
年
は
多
事
多
難
の
年
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
原

因
の
一
つ
は
昨
今
の
急
速
な
少
子
高
齢
化
の
進
行
が
、

わ
が
国
の
年
金
や
医
療
制
度
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ

し
て
い
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
こ
う
し
た
状
況
の
も

と
、
国
は
昨
年
２
月
、
年
金
や
医
療
を
中
心
に
社
会

保
障
政
策
を
見
直
し
、
社
会
保
障
を
機
能
強
化
・
維

持
す
る
た
め
、
安
定
財
源
確
保
と
財
政
健
全
化
を
目

指
し
た
「
社
会
保
障
・
税
一
体
改
革
大
綱
」
を
作
成

し
ま
し
た
。

　

年
金
制
度
に
つ
い
て
は
、
こ
の
大
綱
に
基
づ
く
関

連
法
案
が
４
月
に
国
会
に
提
出
。
さ
ま
ざ
ま
な
審
議

の
結
果
、
８
月
に
「
被
用
者
年
金
一
元
化
法
」
が
成

立
。
ま
た
、
短
時
間
労
働
者
に
対
す
る
社
会
保
険
の

適
用
拡
大
、
年
金
受
給
資
格
期
間
の
短
縮
な
ど
を
内

容
と
す
る
「
年
金
機
能
強
化
法
」
も
成
立
し
ま
し
た
。

　

医
療
保
険
制
度
に
つ
い
て
は
、
増
加
し
つ
づ
け
る

高
齢
者
医
療
費
に
対
応
す
る
た
め
、
高
齢
者
医
療
制

度
の
見
直
し
を
「
社
会
保
障
制
度
改
革
推
進
法
」
に

よ
り
設
置
さ
れ
る
社
会
保
障
制
度
改
革
国
民
会
議
に

お
い
て
、「
状
況
等
を
踏
ま
え
、
必
要
に
応
じ
て
検

討
し
、
結
論
を
得
る
」
こ
と
が
決
定
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
国
の
動
き
を
受
け
て
、
私
ど
も
の
私

学
共
済
制
度
は
、
今
後
さ
ま
ざ
ま
な
影
響
を
受
け
る

こ
と
が
予
測
さ
れ
ま
す
。

　

私
学
共
済
制
度
に
つ
い
て
、
昨
年
を
振
り
返
り
ま

す
と
、
短
期
給
付
事
業
で
は
、
レ
セ
プ
ト
審
査
に
加

え
て
柔
道
整
復
療
養
費
の
審
査
体
制
の
強
化
を
図
り

な
が
ら
、
医
療
費
の
適
正
化
に
努
力
し
て
ま
い
り
ま

し
た
。
こ
れ
は
、
国
民
医
療
費
が
過
去
最
高
額
と
な

り
、
近
年
で
は
、
柔
道
整
復
療
養
費
の
伸
び
が
国
民

医
療
費
の
伸
び
を
上
回
っ
て
増
加
し
て
い
る
現
状
を

踏
ま
え
た
も
の
で
す
。

　

長
期
給
付
事
業
で
は
、「
被
用
者
年
金
一
元
化
法
」

の
成
立
に
伴
い
、
平
成
27
年
10
月
か
ら
、
私
学
教
職

員
も
厚
生
年
金
保
険
に
加
入
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し

た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
わ
が
私
学
事
業
団
で
は
、
厚

生
年
金
保
険
の
実
施
機
関
と
し
て
の
業
務
体
制
の
整

備
を
進
め
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
職
域
部
分
廃
止
後

に
創
設
さ
れ
る
新
た
な
年
金
に
つ
い
て
も
、
検
討
を

進
め
て
い
ま
す
。

　

福
祉
事
業
で
は
、
平
成
20
年
度
か
ら
始
ま
っ
た
特

定
健
康
診
査
・
特
定
保
健
指
導
の
事
業
が
〝
第
一
期

特
定
健
診
等
実
施
計
画
期
間
〟
の
最
終
年
度
を
迎
え

ま
し
た
。
当
該
期
間
に
お
け
る
目
標
を
達
成
す
る
た

め
に
、「
学
校
訪
問
型
保
健
指
導
」
を
充
実
し
、
受

診
環
境
の
整
備
を
図
り
ま
し
た
。
併
せ
て
広
報
誌
等

に
よ
る
周
知
も
行
い
、
実
施
率
向
上
に
努
め
て
ま
い

り
ま
し
た
。

　

本
年
は
「
巳
（
み
）」
年
。
中
国
の
古
典
で
は
「
草

木
が
生
長
し
、
新
た
な
生
命
が
生
ま
れ
る
時
」
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。
内
外
と
も
に
大
き
な
変
動
期
を
迎

え
て
い
ま
す
が
、「
志
を
も
っ
て
努
力
す
れ
ば
、
物

事
は
必
ず
成
し
遂
げ
ら
れ
る
」
と
の
想
い
を
抱
き
つ

つ
、
役
職
員
一
同
、
心
を
一
に
し
て
奮
励
努
力
い
た

し
た
く
存
じ
て
お
り
ま
す
。

　

本
年
も
、
加
入
者
の
皆
様
の
ご
支
援
ご
教
導
を
何

卒
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

志
あ
る
者
は

　
事
つ
い
に
成
る

平
成
25
年
　
年
初
に
想
う

理
事
長
　
河
田
　
悌
一
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確
定
申
告
用
の
書
類
を
送
付
し
ま
す

（
特
定
増
改
築
等
）
住
宅
取
得
資
金
に
か
か
る

借
入
金
の
年
末
残
高
証
明
書
〔
貸
付
課
〕

　

平
成
24
年
中
に
住
宅
貸
付
を
借
り
受
け

た
人
や
24
年
中
に
居
住
の
用
に
供
し
た
人

は
、確
定
申
告
に
よ
り「（
特
定
増
改
築
等
）

住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
」
を
受
け
る
こ

と
に
な
る
た
め
、
残
高
証
明
書
を
1
月
中

旬
に
学
校
等
あ
て
に
送
付
し
ま
す
。

　

な
お
、
貸
付
決
定
時
に
送
付
し
た
書
類

（「
工
事
等
完
了
届
」
及
び
「
建
物
登
記
簿

謄
本
の
提
出
に
つ
い
て
」）
の
提
出
が
な

い
場
合
は
、
居
住
開
始
の
確
認
が
で
き
ま

せ
ん
の
で
証
明
書
は
交
付
さ
れ
ま
せ
ん
。

提
出
し
て
い
な
い
人
は
速
や
か
に
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

※ 

23
年
以
前
に
住
宅
貸
付
を
借
り
受
け
、
居
住

を
開
始
し
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
人
に

つ
い
て
は
、
年
末
調
整
用
の
証
明
書
を
24
年

10
月
19
日
に
学
校
等
に
送
付
し
ま
し
た
。

任
意
継
続
掛
金
納
付
証
明
書
〔
掛
金
課
〕

　

24
年
分
任
意
継
続
掛
金
の
納
付
が
10
月

22
日
ま
で
に
確
認
さ
れ
て
い
る
人
に
は
、

10
月
25
日
に
「
平
成
24
年
分
任
意
継
続
掛

金
納
付
証
明
書
」
を
送
付
し
ま
し
た
。
そ

れ
以
降
に
初
め
て
当
該
年
分
の
掛
金
の
納

付
が
確
認
さ
れ
た
人
に
は
、
1
月
下
旬
に

「
納
付
証
明
書
」
を
送
付
し
ま
す
。

【
掛
金
関
係
】

● 

長
期
給
付
分
掛
金
率
の
改
定
（
4
月
1

日
）

　

 　

0
・
3
5
4
ポ
イ
ン
ト
引
き
上
げ
、

13
・
2
9
2
%
に
改
定
し
ま
し
た
。

● 

介
護
分
掛
金
率
の
改
定
（
4
月
1
日
）

　

 　

0
・
0
4
1
ポ
イ
ン
ト
引
き
上
げ
、

1
・
0
2
5
%
に
改
定
し
ま
し
た
。

● 

任
意
継
続
加
入
者
に
か
か
る
標
準
給
与

の
月
額
の
上
限
額
の
変
更（
4
月
1
日
）

　

 　

38
万
円
に
引
き
下
げ
ま
し
た
。

● 

短
期
給
付
分
掛
金
率
6
・
52
%
の
う
ち

「
特
定
保
険
料
率
に
相
当
す
る
掛
金
率
」

の
表
示
（
4
月
1
日
）

　

 　

3
・
04
%
に
な
り
ま
し
た
。

● 

児
童
手
当
拠
出
金
率
の
変
更
（
4
月
1

日
）

　
　

0
・
15
％
に
な
り
ま
し
た
。

【
資
格
関
係
】

● 

定
時
決
定
の
取
り
扱
い
の
一
部
変
更

（
4
月
1
日
）

　

 　

要
件
を
満
た
し
て
い
る
場
合
、
過
去

1
年
間
の
平
均
給
与
月
額
に
よ
っ
て
9

月
か
ら
の
標
準
給
与
の
等
級
及
び
月
額

を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。

● 

加
入
者
証
等
の
検
認
に
併
せ
て
被
扶
養

者
の
再
審
査
を
実
施
（
9
月
）

　

 　

24
年
度
か
ら
加
入
者
証
等
の
検
認
の

際
、
全
国
を
2
ブ
ロ
ッ
ク
に
分
け
、
2

年
に
一
度
被
扶
養
者
の
再
審
査
を
併
せ

て
行
う
こ
と
と
し
ま
し
た
。

【
短
期
給
付
（
医
療
）
関
係
】

● 

「
限
度
額
適
用
認
定
証
」
の
外
来
診
療

へ
の
適
用
（
4
月
1
日
）

　

 　

こ
れ
ま
で
入
院
時
に
の
み
発
行
し
て

い
た
「
限
度
額
適
用
認
定
証
」、「
限
度

額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」

が
、
外
来
診
療
、
調
剤
薬
局
及
び
訪
問

看
護
に
も
適
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。

● 

70
歳
か
ら
74
歳
ま
で
の
一
部
負
担
割
合

の
据
え
置
き
（
4
月
1
日
）

　

 　

24
年
度
も
1
割
負
担
の
措
置
を
継
続

す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

【
長
期
給
付
（
年
金
）
関
係
】

● 

ブ
ラ
ジ
ル
及
び
ス
イ
ス
と
の
社
会
保
障

協
定
の
発
効
（
3
月
1
日
）

● 

24
年
度
の
年
金
額
の
改
定（
4
月
1
日
）

　

 　

0
・
3
%
の
引
き
下
げ
と
な
り
ま
し

た
。

【
福
祉
事
業
関
係
】

● 

積
立
共
済
年
金
及
び
共
済
定
期
保
険
の

生
命
保
険
料
控
除
へ
の
税
制
改
正
の
適

用
（
1
月
1
日
）

● 

積
立
共
済
年
金
に
「
中
途
一
時
払
」
の

新
設
（
10
月
1
日
）

【
東
日
本
大
震
災
関
係
】

● 

被
災
者
の
一
部
負
担
金
免
除
期
間
の
延

長
及
び
災
害
見
舞
金
の
特
例
等
の
対
応

【
そ
の
他
】

● 

退
職
者
向
け
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
の
作
成

（
2
月
1
日
）

● 

外
国
人
の
方
の
手
続
き
用
紙
の
変
更

（
7
月
9
日
）

　
 　

「
住
民
基
本
台
帳
法
」
の
一
部
改
正

に
伴
い
、
こ
れ
ま
で
必
要
書
類
で
あ
っ

た
「
外
国
人
登
録
原
票
記
載
事
項
証
明

書
」
を
「
住
民
票
」
に
変
更
し
ま
し
た
。

○ 

「
被
用
者
年
金
制
度
一
元
化
法
案
」
及

び
「
年
金
機
能
強
化
法
案
」
の
可
決
・

成
立
（
8
月
10
日
）

平
成
24
年
　
共
済
事
業
の
年
間
報
告
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積
立
貯
金
を
し
て
い
る

■
解
約
の
手
続
き

　

毎
月
25
日
（
必
着
）
ま
で
に
、
学
校
等

を
経
て
「
積
立
貯
金
解
約
請
求
書
」
を
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。
翌
月
の
20
日
（
土
・

日
又
は
祝
日
に
あ
た
る
と
き
は
金
融
機
関

の
翌
営
業
日
）
に
、
送
金
日
前
日
ま
で
の

利
息
を
つ
け
た
元
利
合
計
金
額
を
学
校
等

の
口
座
へ
送
金
し
ま
す
。

　

解
約
の
手
続
き
が
行
わ
れ
な
い
と
、
貯

金
は
預
り
金
と
な
り
利
息
は
つ
き
ま
せ
ん
。

　

預
り
金
の
払
い
戻
し
請
求
の
消
滅
時
効

は
10
年
と
な
っ
て
い
ま
す
の
で
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

例 

３
月
中
の
送
金
を
希
望
す
る
と
き

　
２
月
25
日（
月
）ま
で
に
解
約
請
求
書
を

提
出

⬇

　
３
月
20
日（
水
）ま
で
の
利
息
を
含
め
て

３
月
21
日（
木
）に
学
校
等
の
口
座
へ
送
金

　

任
意
継
続
加
入
者
は
継
続
加
入
は
で
き

ま
せ
ん
。

積
立
共
済
年
金
に

加
入
し
て
い
る

■ 

脱
退
の
手
続
き

　

退
職
す
る
月
の
前
月
25
日
（
必
着
）
ま

で
に
、
学
校
等
を
経
て
「
積
立
共
済
年
金

脱
退
申
出
書
」
と
「
積
立
共
済
年
金
給
付

金
請
求
書
」
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

■ 

給
付
コ
ー
ス
の
選
択

　

受
給
資
格
を
満
た
し
た
人
が
退
職
し
た

と
き
に
は
、
年
金
・
一
時
金
・
終
身
保
険
・

医
療
保
険
の
各
コ
ー
ス
の
中
か
ら
給
付
を

選
択
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

　

年
金
コ
ー
ス
を
選
択
し
た
と
き
は
、
10

年
を
限
度
と
し
て
年
単
位
で
受
給
開
始
時

期
を
繰
り
延
べ
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

　

受
給
資
格
を
満
た
し
て
い
な
い
場
合
、

給
付
は
脱
退
一
時
金
と
な
り
ま
す
。

※ 

給
付
金
請
求
の
際
、
年
金
・
一
時
金
請
求

に
は
給
付
金
額
に
か
か
わ
ら
ず
、
印
鑑
証

明
書
の
提
出
が
不
要
で
す
。

　

任
意
継
続
加
入
者
は
引
き
続
き
加
入
で

き
ま
す
。

例
３
月
末
で
退
職
す
る
場
合

①�

一
時
金
で
受
け
取
り
を
希
望
す
る
と
き

　
2
月
25
日（
月
）ま
で
に
脱
退
申
出
書
と

給
付
金
請
求
書
を
提
出⬇

　
３
月
分
の
掛
金
を
振
り
替
え
後
、
３
月

下
旬
に
積
立
金
残
高
を
脱
退
一
時
金
と
し

て
送
金

②�

年
金
で
即
時
受
け
取
り
を
希
望
す
る
と

き
　
２
月
25
日（
月
）ま
で
に
脱
退
申
出
書
と

給
付
金
請
求
書
を
提
出⬇

　
３
月
分
の
掛
金
を
振
り
替
え
後
、
５
月

20
日（
月
）か
ら
年
金
と
し
て
送
金
（
年
４

回
支
払
い
）

③�
退
職
（
脱
退
）
時
一
時
払
掛
金
の
払
い

込
み
を
申
し
込
み
、
年
金
で
即
時
受
け

取
り
を
希
望
す
る
と
き

　
１
月
25
日（
金
）ま
で
に
脱
退
申
出
書
と

給
付
金
請
求
書
を
提
出⬇

　
３
月
分
の
掛
金
及
び
退
職
（
脱
退
）
時

加
入
者
が
退
職
な
ど
で
資
格
を
喪
失
す
る
と
、
次
の
福
祉
事
業
に
加
入
し
て
い
る
場
合
は
、
脱
退
・
解
約
な
ど
の
手
続
き
が

必
要
で
す
。
3
月
末
で
退
職
さ
れ
る
場
合
、1
月・2
月
中
に
手
続
き
が
必
要
な
も
の
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。 
退
職
さ
れ
る
皆
さ
ん
へ（
　
　　）

福
祉
事
業
の

手
続
き

●
福
祉
部
／
保
健
課
・
貸
付
課

一
時
払
掛
金
を
振
り
替
え
後
、
５
月
20
日

（
月
）
か
ら
年
金
と
し
て
送
金
（
年
4
回

支
払
い
）

④
年
金
受
給
時
期
を
繰
り
延
べ
る
と
き

・ 

２
月
25
日（
月
）ま
で
に
脱
退
申
出
書
と

年
金
受
給
権
繰
延
申
請
書
を
提
出

・ 

医
療
保
険
コ
ー
ス
・
終
身
保
険
コ
ー
ス

は
繰
り
延
べ
と
の
併
用
が
で
き
ま
せ
ん
。

※ 

退
職
（
脱
退
）
時
一
時
払
掛
金
の
払
い

込
み
を
申
し
込
む
場
合
は
、
1
月
25
日

（
金
）ま
で
に
提
出

⑤�

医
療
保
険
コ
ー
ス
・
終
身
保
険
コ
ー
ス

を
希
望
す
る
と
き�

　
コ
ー
ス
に
よ
っ
て
取
り
扱
い
が
異
な
り

ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
保
険
会
社
所
定
の
申
込

書
な
ど
が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、
お
早

め
に
私
学
事
業
団
保
健
課
貯
金
係
へ
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。

※ 

退
職
（
脱
退
）
時
一
時
払
掛
金
の
払
い

込
み
を
申
し
込
む

場
合
は
、
１
月
25

日（
金
）ま
で
に
提

出

給
付
請
求
の
時
効

積
立
共
済
年
金
・
共
済
定
期
保
険

の
給
付
請
求
の
時
効
は
3
年
で
す

年度末特集
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共
済
定
期
保
険
に

加
入
し
て
い
る

■
脱
退
の
手
続
き

　

3
月
末
日
ま
で
に
退
職
す
る
場
合
で
、

4
月
か
ら
9
月
ま
で
（
保
険
料
納
付
済
期

間
）
の
保
障
を
希
望
し
な
い
と
き
は
、
3

月
末
日
ま
で
に
「
退
職
脱
退
申
出
書
」
を

学
校
等
を
経
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
な

お
、
3
月
22
日
（
金
）
に
保
険
料
を
い
っ

た
ん
口
座
振
替
し
ま
す
が
、
当
該
保
険
料

は
6
月
中
に
加
入
者
の
口
座
に
返
金
し
ま

す
。

　

脱
退
の
手
続
き
を
行
わ
な
か
っ
た
と
き

は
、
加
入
者
の
資
格
を
喪
失
し
て
も
、
4

月
か
ら
9
月
ま
で
の
期
間
は
保
障
を
継
続

す
る
こ
と
に
な
り
、
保
険
料
は
返
金
さ
れ

ま
せ
ん
。

　

任
意
継
続
加
入
者
は
引
き
続
き
加
入
で

き
ま
す
。
脱
退
を
希
望
す
る
場
合
は
、
手

続
き
が
必
要
で
す
。

　

詳
し
く
は
、
専
用
の
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル

に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

・
共
済
定
期
保
険
の
問
い
合
わ
せ
先

　
　

0
1
2
0
（
7
1
6
）
2
6
7

　
（
平
日　

9
時
〜
17
時
15
分
）

教
職
員
生
涯
福
祉
財
団
の

ア
イ
リ
ス
プ
ラ
ン
に

加
入
し
て
い
る

　

退
職
す
る
と
き
の
詳
し
い
手
続
き
に
つ

い
て
は
、
専
用
の
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
に
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

・
ア
イ
リ
ス
プ
ラ
ン
の
問
い
合
わ
せ
先　

　
　

0
1
2
0
（
8
4
4
）
0
2
2

　
（
平
日　

9
時
〜
17
時
15
分
）

貸
付
け
を
利
用
し
て
い
る

　

貸
付
け
を
利
用
し
て
い
る
加
入
者
が
資

格
を
喪
失
し
た
場
合
は
、
全
額
を
償
還
し

て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

資
格
喪
失
が
確
認
さ
れ
る
と
、
学
校
等

あ
て
に
即
時
償
還
の
通
知
を
送
付
し
ま
す

が
、
事
前
に
資
金
の
都
合
が
つ
く
場
合
は
、

在
職
中
に
全
部
任
意
償
還
す
る
こ
と
も
で

き
ま
す
。

■
任
意
償
還

　

毎
月
15
日
（
必
着
）
ま
で
に
「
貸
付
金

任
意
償
還
・
団
信
制
度
脱
退
申
出
書
」
を

提
出
す
る
と
、
そ
の
月
の
定
期
償
還
後
の

元
金
残
を
記
し
た�

「
貸
付
金
任
意
償
還
通

知
書
」と「
払
込
取
扱
票（
払
込
通
知
票
）」

を
学
校
等
あ
て
に
送
付
し
ま
す
の
で
、
学

校
等
を
通
じ
て
償
還
金
を
払
い
込
ん
で
く

だ
さ
い
。
た
だ
し
、
任
意
償
還
の
場
合
、

退
職
金
等
の
支
給
時
期
に
関
わ
ら
ず
期
限

ま
で
に
払
い
込
ま
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん

の
で
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

例 

3
月
末
で
退
職
す
る
前
に

任
意
償
還
す
る
場
合

　
3
月
15
日（
金
）

�（
必
着
）
ま
で
に
任
意
償

還
申
出
書
を
提
出
す
る
と
、
3
月
分
が
最

後
の
定
期
償
還
と
な
り
、
そ
の
後
の
元
金

残
を
任
意
償
還
金
と
し
て
通
知
し
ま
す
。

　
こ
の
通
知
は
3
月
中
に
送
付
し
ま
す
の

で
、払
込
期
限
ま
で
に
償
還
し
て
く
だ
さ
い
。

■
即
時
償
還

　

全
部
任
意
償
還
の
手
続
き
を
し
な
く
て

も
、
資
格
喪
失
が
確
認
さ
れ
る
と
自
動
的

に
即
時
償
還
と
な
り
ま
す
が
、
資
格
喪
失

が
確
認
さ
れ
る
ま
で
の
間
は
定
期
償
還
が

継
続
さ
れ
ま
す
。

　

こ
の
場
合
、
即
時
償
還
金
は
加
入
者
の

退
職
後
に
学
校
等
が
払
い
込
む
こ
と
に
な

り
ま
す
。
学
校
等
で
は
退
職
金
の
支
給
が

あ
る
場
合
は
、
住
宅
貸
付
の
ほ
か
一
般
貸

付
等
の
貸
付
け
に
つ
い
て
も
退
職
金
等
か

ら
控
除
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

退
職
金
が
支
給
さ
れ
な
い
と
き
や
償
還

額
に
不
足
が
あ
る
場
合
、
加
入
者
は
償
還

金（
定
期
償
還
金
と
即
時
償
還
金
の
合
計
）

を
退
職
時
に
学
校
等
に
預
け
て
く
だ
さ
い
。

例 

3
月
末
で
退
職
し
て
4
月
に
資
格

喪
失
が
確
認
さ
れ
た
場
合

①�

学
校
等
か
ら
事
前
に
資
格
喪
失
報
告
書

等
が
提
出
さ
れ
る
場
合

　
4
月
初
旬
ま
で
に
資
格
喪
失
が
確
認
で

き
ま
す
の
で
、
4
月
分
定
期
償
還
は
発
生

し
ま
せ
ん
。
3
月
定
期
償
還
後
の
元
金
に

利
息
を
つ
け
た
金
額
を
即
時
償
還
金
と
し

て
通
知
し
ま
す
。
団
信
制
度
の
適
用
期
間

は
3
月
末
ま
で
と
な
り
ま
す
。

②�

資
格
喪
失
の
確
認
が
4
月
初
旬
を
過
ぎ

た
場
合

　
4
月
分
が
最
後
の
定
期
償
還
と
な
り
、

そ
の
後
の
元
金
残
が
即
時
償
還
金
と
な
り

ま
す
。

　
償
還
金
は
、
退
職
後
に
学
校
等
が
払
い

込
み
ま
す
の
で
、
加
入
者
は
4
月
分
の
定

期
償
還
金
と
即
時
償
還
金
を
学
校
等
に
預

け
て
く
だ
さ
い
。
団
信
制
度
の
適
用
期
間

は
4
月
末
ま
で
と
な
り
ま
す
。

■
そ
の
他

・ 

住
宅
貸
付
の
団
信
制
度
に
加
入
し
て
い

る
と
き
は
、
最
後
の
定
期
償
還
月
ま
で

適
用
さ
れ
、
保
険
料
充
当
金
も
必
要
で

す
。

・ 

住
宅
貸
付
で
半
年
払
償
還
を
併
用
し
て

い
る
場
合
は
、
1
月
と
7
月
の
任
意
償

還
を
除
き
経
過
利
息
が
加
算
さ
れ
ま
す
。

®

®
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年
金
積
立
金
の
運
用
の
目
的
・
基
本
方
針
と
、
平
成
24
年
９
月
末
の
運
用
状

況
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

上
半
期
は
、
基
本
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
と

の
乖か

い
り離
状
況
に
注
意
を
払
い
な
が
ら
資
産

配
分
の
管
理
を
行
い
ま
し
た
。

　

９
月
末
に
お
け
る
資
産
構
成
割
合
は
、

表
の
と
お
り
国
内
債
券
、
国
内
株
式
の
乖

離
幅
が
や
や
マ
イ
ナ
ス
方
向
に
拡
大
し
て

い
ま
す
が
、
お
お
む
ね
基
本
ポ
ー
ト
フ
ォ

リ
オ
に
沿
っ
た
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

９
月
末
に
お
け
る
運
用
利
回
り
は
、
国

内
株
式
を
中
心
に
評
価
損
が
拡
大
し
、
外

国
株
式
が
評
価
損
に
転
じ
た
こ
と
で
マ
イ

ナ
ス
１
・
22
％
と
な
り
ま
し
た
。

　

欧
州
の
債
務
問
題
、
日
中
関
係
の
緊
張
、

新
興
国
の
景
気
減
速
懸
念
な
ど
、
運
用
環

境
は
依
然
と
し
て
不
透
明
な
状
況
が
続
く

と
思
わ
れ
ま
す
が
、
積
立
金
の
運
用
に
つ

い
て
は
、
基
本
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
に
基
づ

く
運
用
を
基
本
と
し
な
が
ら
、
市
場
動
向

に
注
意
を
払
い
、
慎
重
な
対
応
を
し
て
い

く
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

運用

資産運用室

区　　分
基本ポートフォリオ 平成24年9月末

資産配分 許容乖離幅 簿　価 時　価 評価損益 時価構成比 乖離幅 運用利回り

国内債券 65% ±9% 19,661 20,311 650 61.5% △3.5% 1.23%

国内株式 10% ±3% 3,913 2,875 △1,038 8.8% △1.2% △12.90%

外国債券 10% ±3% 3,550 3,327 △223 10.1% 0.1% △2.50%

外国株式 10% ±3% 3,751 3,716 △35 11.3% 1.3% △3.96%

短期資産 5% ― 2,730 2,730 0 8.3% 3.3% 0.09%

合　　計 100% ― 33,605 32,959 △646 100.0% ― △1.22%

年
金
積
立
金
の
運
用
目
的

　 

　「
年
金
を
将
来
に
わ
た
り
確
実

に
支
給
す
る
た
め
に
、
長
期
的
な

観
点
に
立
っ
て
、
安
全
か
つ
効
率

的
に
運
用
す
る
こ
と
」

長
期
勘
定
の
余
裕
金
の
運
用
に 

関
す
る
基
本
方
針

　
・
明
確
な
運
用
目
標
を
設
定

　
・ 

基
本
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
（
効
率

的
な
資
産
配
分
）
を
設
定

　

・
複
数
の
資
産
へ
の
分
散
投
資

運
用
資
産

　
自
家
運
用
　
国
内
債
券

　
委
託
運
用
　 

国
内
株
式
・
外
国
株

式
・
外
国
債
券

　
そ
の
他
　 

福
祉
勘
定
と
助
成
勘

定
へ
の
貸
付
金

資
産
運
用
検
討
委
員
会

　 

　
運
用
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針

等
を
審
議
す
る
た
め
、
外
部
の
専

門
家
と
私
学
関
係
者
で
構
成
し
、

定
期
的
に
開
催

※国内債券の中に貸付金等を含みます。※運用利回りは、4月～ 9月の期間中の利回り（非年率）です。

表　年金積立金の構成割合と資産別運用利回り （単位：億円）

主要指標（平成24年9月末までの動向）

指　　標 前年度末 6月末 9月末 前年度末対比 傾向

株　　式
日経平均 10,083円 9,006円 8,870円 △1,213 下落

NYダウ 13,212㌦ 12,880㌦ 13,437㌦ 225 上昇

金　　利
日本国債10年 0.985% 0.83% 0.765% △0.22 低下

米国債10年 2.21% 1.64% 1.63% △0.58 低下

為　　替
ドル/円 82.18円 79.61円 77.58円 △4.6 円高

ユーロ/円 109.74円 100.10円 100.35円 △9.39 円高

年
金
積
立
金
の
運
用
状
況

平
成
24
年
９
月
末

市場環境
○ 国内株式は、世界景気の減速懸念、

円高の影響もあり下落
○ 米国株式は、経済指標の改善もあり

上昇基調
○ 金利、為替は、

欧州債務問題へ
の懸念から安全
資産とみなされ、
金利低下・円高
の傾向が継続
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災
害
見
舞
金
な
ど
の
短
期
給
付
の
請
求

時
効
は
2
年
間
で
す
。
東
日
本
大
震
災
で

住
居
や
家
財
に
損
害
を
受
け
た
被
災
者
に

対
す
る
災
害
見
舞
金
は
、
平
成
25
年
3
月

10
日
で
請
求
時
効
と
な
り
ま
す
。
ま
だ
請

求
が
お
済
み
で
な
い
方
は
、
お
早
め
に
ご

請
求
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
市
町
村
等
の
り

災
証
明
の
損
害
の
程
度
が
変
更
と
な
っ
て

い
る
方
で
追
加
請
求
が
お
済
み
で
な
い
方

も
、
お
早
め
に
ご
請
求
く
だ
さ
い
。

災
害
見
舞
金
の
支
給
基
準

●
住
居
又
は
家
財
に

　
　

３
分
の
１
以
上
の
損
害
・
損
失

　
　
　

→
災
害
見
舞
金
が
請
求
で
き
ま
す

●
住
居
又
は
家
財
に

　
　

５
分
の
１
以
上
の
損
害
・
損
失

　
　
　

→ 

災
害
見
舞
金
付
加
金
が

請
求
で
き
ま
す

災
害
見
舞
金
の
請
求
方
法

　
「
災
害
見
舞
金
請
求
書
」
に
「
災
害
状

況
明
細
書
」と
市
町
村
長
の
発
行
す
る「
り

災
証
明
」（
損
害
の
程
度
の
記
載
の
あ
る

も
の
）
を
添
付
し
て
請
求
し
て
く
だ
さ
い
。

メタボ40
歳
～
75
歳
の
被
扶
養
者
・

任
意
継
続
加
入
者
の
皆
様
へ

　
平
成
24
年
度
の
特
定
健
康
診
査
を
受
け

ま
し
た
か
？

　

私
学
事
業
団
で
は
、
40
歳
か
ら
75
歳
に

な
る
ま
で
の
被
扶
養
者
及
び
任
意
継
続
加

入
者
を
対
象
に
、
24
年
度
の
「
特
定
健
康

診
査
受
診
券
」
を
昨
年
６
月
下
旬
に
学
校

等
あ
て（
任
意
継
続
加
入
者
は
自
宅
あ
て
）

に
送
付
し
ま
し
た
。

　
「
特
定
健
康
診
査
受
診
券
」
を
使
用
し

て
指
定
健
診
機
関
（
私
学
共
済
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
参
照
）
で
特
定
健
康
診
査
を
受
け
る

と
費
用
が
無
料
に
な
り
ま
す
。

　「
特
定
健
康
診
査
受
診
券
」
の
有
効
期

限
は
25
年
３
月
31
日
と
な
っ
て
い
ま
す
。

ま
だ
受
診
し
て
い
な
い
人
は
、
期
限
が
迫

っ
て
い
ま
す
の
で
、
忘
れ
ず
に
受
診
し
て

く
だ
さ
い
。

　

受
診
し
た
人
に
は
、健
康
な
生
活
を
送

る
た
め
に
役
立
つ
健
康
情
報
冊
子「Q

U
PiO

（
ク
ピ
オ
）」
を
送
付
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
特
定
健
康
診
査
の
結
果
か
ら

生
活
習
慣
病
の
発
症
リ
ス
ク
が
高
い
人

に
対
し
て
、
特
定
保
健
指
導
を
受
け
る

た
め
の
「
特
定
保
健
指

導
利
用
券
」

を
同
封
し
て

い
ま
す
。

※ 

加
入
者
は
、
学
校
等
か
ら
定
期
健
康

診
断
の
結
果
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ

り
特
定
健
康
診
査
を
受
診
し
た
こ
と

に
代
え
ら
れ
ま
す
の
で
「
特
定
健
康

診
査
受
診
券
」
は
送
付
し
て
い
ま
せ
ん
。

特
定
保
健
指
導
対
象
者
と

な
っ
た
皆
様
へ

　
平
成
24
年
度
の
特
定
保
健
指
導
を
受
け

ま
し
た
か
？

　

特
定
保
健
指
導
で
は
、「
特
定
保
健
指

導
利
用
券
」
を
使
用
し
て
指
定
保
健
指
導

機
関
で
受
診
す
る
こ
と
に
よ
り
、
医
師
・

保
健
師
・
管
理
栄
養
士
等
の
専
門
家
に
よ

る
生
活
習
慣
を
改
善
す
る
た
め
の
ア
ド
バ

イ
ス
等
の
支
援
を
、
無
料
で
受
け
る
こ
と

が
で
き
ま
す
（
リ
ス
ク
に
応
じ
て
「
動
機

付
け
支
援
」、「
積
極
的
支
援
」
の
２
種
類

が
あ
り
ま
す
）。

　

生
活
習
慣
病
予
防
の
た
め
、
積
極
的
に

特
定
保
健
指
導
を
利
用
し
、
バ
ラ
ン
ス
の

取
れ
た
食
生
活
、
適
度
な
運
動
習
慣
を
身

に
つ
け
ま
し
ょ
う
。

※ 

詳
し
く
は
対
象
者
に
送
付
し
た
「
特
定

保
健
指
導
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
」
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

　
　特
定
健
康
診
査・

特
定
保
健
指
導
を

受
け
ま
し
ょ
う

福
祉
部
　
保
健
課

生
活
習
慣
病
を

予
防
し
、
い
つ
ま
で
も
健
や
か

な
生
活
を
送
る
た
め
、
特
定
健

康
診
査
を
受
診
し
ま
し
ょ
う
。

「
特
定
保
健
指
導
利
用
券
」
の
有

効
期
限
に
か
か
わ
ら
ず
、
保
健

指
導
を
利
用
中
に
資
格
を
喪
失

し
た
場
合
、
資
格
喪
失
日
以
降

の
保
健
指
導
利
用
分
に
つ
い
て

は
、
自
己
負
担
が
発
生
し
ま
す

の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

災害

業務部
短期給付課

　
　
　
　

東
日
本
大
震
災
の

　
　
　

被
災
者
の
方
へ

　
災
害
見
舞
金
の
請
求
は

お
済
み
で
す
か
？

〜
請
求
時
効
は
２
年
〜
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1貸付けの申し込みができる人
加入者期間が引き続き1年以上ある加入者
　＊住宅貸付は、長期給付の加入者期間が引き続き5年以上ある加入者
● 加入者の資格を喪失したときは、全額返済（即時償還）しなければなりません（7ページ参照）。
● 加入者貸付は在職中の加入者が対象となるため、任意継続加入者は申し込みの対象となりません。

2貸付けの利率
変動金利　年2.26％（平成25年1月1日現在）　※災害貸付は年2.00％

3貸付けの申し込み手続き
● 貸付けの申し込み手続きは、すべて学校等を経由して行ってください。
● 申し込み締め切りは毎月15日（必着）で、送金日は翌月2日となります（毎月16日

から月末までに申し込んだ場合、希望により翌月22日送金も行っています）。
● 貸付設定額、償還回数は私学共済ホームページをご覧ください。

4貸付けの償還
● 返済（元利均等償還）は、毎月、定期償還額を学校等が給与等から控除します。
● 償還途中に、貸付金額の全部又は一部を任意に償還することができます。

くらしに役立つ　加入者貸付貸付

福祉部
貸付課

加入者の皆様が毎日生活するうえで、臨時に資金を必要とするときなどに
その資金を貸し付ける制度です。目的に応じて6種類の貸付けがあります。

＊団体信用生命保険…11ページをご覧ください。

貸付共通事項

　詳しくは、
私学共済ホームページ

〔こんなときどうする？
▶貸付けを受けたい〕
をご覧ください。

結　婚
結婚費用に

● 貸付金額 
 標準給与の月額の6か月分まで 

（最高200万円）
● 婚姻の前後6か月以内に申し込

んでください。

教　育
入学費用・授業料に

● 貸付金額 
標準給与の月額の12か月分まで 

（最高500万円）
● おおむね1学年以内に必要とす

る教育資金が対象となります。

一　般
車の購入など、臨時の資金に

● 貸付金額 
標準給与の月額の6か月分まで 

（最高200万円）
● 生活資金、借入金の返済、事業

性資金、資産運用資金などは対
象となりません。

医　療
5日間以上の入院に

● 貸付金額 
標準給与の月額の6か月分まで 

（最高120万円）
● 入院後6か月以内に申し込んで

ください。

災　害
非常災害時に

● 貸付金額 
標準給与の月額の6か月分まで 

（最高200万円）
● 災害発生日以後、6か月以内に

申し込んでください（激甚災
害を除きます）。

住　宅
住宅の購入、リフォーム費用に

● 貸付金額 
 申し込み時点での 
退職手当金額＋上乗せ額まで 

（最高2,000万円）
● 半年払償還（1月・7月）の併用

を選ぶことができます。
● 申し込みの際に、団体信用生命

保険（＊）に任意加入できます。
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　万一の場合に備えて
団体信用生命保険制度にご加入ください

貸付

福祉部
貸付課

　

平
成
25
年
度
の
「
任
意
継
続
掛
金
納
付

通
知
書
」（
以
下
「
納
付
通
知
書
」
と
い

い
ま
す
）
は
、
３
月
上
旬
に
任
意
継
続
加

入
者
の
自
宅
あ
て
に
送
付
し
ま
す
。
納
期

限
ま
で
に
掛
金
を
払
い
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
掛
金
の
払
込
方
法
（
月
払
・
半

年
払
・
年
払
）
を
変
更
す
る
場
合
は
、
１

月
末
ま
で
に
「
納
付
方
法
変
更
依
頼
書
」

を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

25
年
度
中
に
75
歳
を
迎
え
、
後
期
高
齢

者
医
療
制
度
の
被
保
険
者
と
な
る
任
意
継

続
加
入
者
の
「
納
付
通
知
書
」
は
、
75
歳

の
誕
生
日（
資
格
喪
失
日
）の
属
す
る
月
の

前
月
分
ま
で
を
送
付
し
ま
す
。〔
掛
金
課
〕

　

任
意
継
続
加
入
者
期
間
（
２
年
）
が
満

了
と
な
る
と
き
、
又
は
75
歳
を
迎
え
る
と

き
に
は
、「
任
意
継
続
加
入
者
資
格
喪
失

申
出
書
」
の
提
出
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

　

▼ 
２
年
満
了
す
る
人
に
は
、
満
了
す
る

日
の
少
し
前
に
「
任
意
継
続
加
入
者

期
間
満
了
の
お
知
ら
せ
」
と
国
民
健

康
保
険
等
へ
加
入
す
る
際
に
必
要
と

な
る
「
資
格
証
明
書
」
を
自
宅
あ
て

に
送
付
し
ま
す
。

　

▼ 

75
歳
を
迎
え
る
人
に
は
、
75
歳
の
誕

生
月
の
前
月
に
事
前
連
絡
及
び
「
資

格
証
明
書
」
を
自
宅
あ
て
に
送
付
し

ま
す
。「
資
格
証
明
書
」
は
、
75
歳

未
満
の
被
扶
養
者
が
国
民
健
康
保
険

等
へ
加
入
す
る
際
に
必
要
と
な
り
ま

す
（
被
扶
養
者
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
、

す
べ
て
の
人
に
送
付
し
ま
す
）。

　

任
意
継
続
加
入
者
期
間
が
満
了
す
る
前

に
国
民
健
康
保
険
又
は
健
康
保
険
の
被
扶

養
者
へ
切
り
替
え
る
場
合
は
、
切
り
替
え

た
い
月
の
前
月
ま
で
に
「
任
意
継
続
加
入

者
資
格
喪
失
申
出
書
」
を
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。
用
紙
は
「
任
意
継
続
加
入
者
の
し

お
り
」
に
つ
い
て
い
ま
す
の
で
、
切
り
取

っ
て
使
用
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
私
学

共
済
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
〔
様
式
用
紙
等
の
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
〕
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る

こ
と
も
で
き
ま
す
。　
　
　
　
〔
資
格
課
〕

任
意
継
続
加
入
者
の
手
続
き

来
年
度
に
向
け
て

「団体信用生命保険制度」とは、住宅貸付を借り受けている加入者が、償還途中に死亡又は所定の
高度障害状態になった場合、生命保険会社から私学事業団に支払われる所定の保険金が貸付金残
高の弁済に充当される制度です（任意加入）。

※ 毎月の保険料充当金は「貸付金額×2.77円／ 10,000円」となります。例えば、貸付金額500万円の場合、毎月、償還金の他に保険
料充当金が1,385円かかります。

※加入にあたっては現在の健康状態について告知書の提出が必要となります（生命保険会社の承諾が得られた場合に加入となります）。

【事例1】突然の事故で… 【事例2】高度障害も対象 【事例3】脱退したせいで…
交通事故で突然死亡。住宅貸付以外に
教育貸付も借り入れており、個人生命
保険の額も少なかったが、団信制度に
加入していたため、住宅貸付は団信保
険金で完済。残された妻や子どもには、
とりあえず生活の基盤となる住宅を残
すことができた。

心筋梗塞により重度の脳機能後遺障害
が残っていた。２年間の闘病生活のう
え死亡。団信保険金の請求をしたとこ
ろ、死亡日以前の高度障害も認められ、
高度障害該当日にさかのぼって団信保
険金が支払われ、該当日以降の償還金
も返戻された。

生活費や子どもの教育費がかさみ、出
費を抑えるために償還途中で団信制度
を任意脱退。その後胃癌で死亡。加入
者の退職手当で住宅貸付の返済に充て
たが、残された妻はパート収入しかな
く、今後の生活を立て直すために自宅
を売却した。

●残された家族を守るためにぜひご加入ください。
　 長期にわたる償還途中で、いつ事故や病気が襲ってくるか分かりません。団信制度により住宅貸付が完済になることは、不

幸があった中でも家族にとっては大きな安心につながります。
● 団信制度の加入は完済するまで継続してください。
　団信制度から一旦脱退すると再度加入はできません。加入を継続することが重要です。
●住宅貸付を申し込む際には必ずご家族と団信制度への加入について相談してください。

　新3階年金制度創設のための
法律案が国会に提出され、平
成24年11月16日に可決・成立
し、11月26日に公布されまし
た。新3階年金制度の概要等に
ついては、本誌3月号でお知ら
せする予定です。この法律案
は、私学共済ホームページ〔年
金制度改革の動向について〕
でも見ることができます。

お知らせ




